
　

家
畜
の
健
康
を
守
り
、
安
全
・
安
心

な
畜
産
物
を
生
産
す
る
た
め
に
、
様
々

な
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
の

中
で
最
も
基
本
と
な
る
「
定
期
報
告
」

と
「
飼
養
衛
生
管
理
基
準
」
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

★
定
期
報
告
に
つ
い
て

　

家
畜
を
所
有
（
飼
育
）
す
る
方
は
、

家
畜
の
病
気
の
発
生
や
ま
ん
延
を
防
ぐ

た
め
、家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
き
、

毎
年
２
月
１
日
現
在
の
飼
育
頭
羽
数
等

を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。

　

対
象
動
物
は
、
牛
・
水
牛
・
鹿
・
羊
・

山
羊
・
豚
（
ミ
ニ
ブ
タ
、
マ
イ
ク
ロ
ブ

タ
を
含
む
）、
馬
・
鶏
・
あ
ひ
る
（
ア

イ
ガ
モ
を
含
む
）・
う
ず
ら
・
き
じ
・

エ
ミ
ュ
ー
・
だ
ち
ょ
う
・
ほ
ろ
ほ
ろ

鳥
・
七
面
鳥
で
す
。
山
羊
や
ミ
ニ
ブ
タ

等
を
ペ
ッ
ト
と
し
て
１
頭
（
羽
）
飼
育

し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
報
告
は
必

要
で
す
。

　

定
期
報
告
は
毎
年
４
月
15
日
ま
で
に

（
鶏
に
あ
っ
て
は
６
月
15
日
ま
で
に
）

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
は
、
埼
玉

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
ほ
か
、
家
畜
保
健
衛
生
所
で

も
入
手
で
き
ま
す
。

★
飼
養
衛
生
管
理
基
準
に
つ
い
て

　

近
年
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
や
豚
熱
な
ど
の
家
畜
伝
染
病
が
猛
威

を
振
る
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
家
畜

の
所
有
者
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の

規
定
に
よ
り
「
飼
養
衛
生
管
理
基
準
」

の
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

衛
生
管
理
の
方
法
に
関
し
遵
守
す
べ

き
基
準
は
、
そ
の
取
組
の
目
的
ご
と
に

４
つ
に
体
系
化
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ　

家
畜
防
疫
に
関
す
る
基
本
的
事
項

Ⅱ　

�

衛
生
管
理
区
域
へ
の
病
原
体
の
侵

入
防
止

Ⅲ　

�

衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原

体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

Ⅳ　
�

衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の

拡
散
の
防
止

　

飼
養
衛
生
管
理
基
準
は
、
家
畜
伝
染

病
の
発
生
状
況
を
踏
ま
え
て
見
直
さ
れ

ま
す
。
家
畜
の
病
気
の
発
生
予
防
と
ま

ん
延
防
止
に
重
要
な
こ
と
か
ら
、
家
畜

所
有
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
適
切
か
つ
確

実
に
実
施
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　

定
期
報
告
・
飼
養
衛
生
管
理
基
準
に

関
す
る
ご
質
問
は
、
熊
谷
家
畜
保
健
衛

生
所
（
電
話
０
４
８
・
５
２
１
・
１
２

７
４
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

家
畜
の
健
康
を
守
る
た
め
の

基
本
ル
ー
ル
「
定
期
報
告
と

飼
養
衛
生
管
理
基
準
」


